
（別紙様式４）

〒

（住所）

（電話）

〒

（住所）

（電話）

昼夜

2,055 単位時間 1,410 単位時間 0 単位時間 0 単位時間

年
単位 単位 単位 単位

80 人 44 人 人 %

人

人

人

人

％

■就職者に占める地元就職者の割合 (F/E)

％

■卒業者に占める就職者の割合 (E/C)

％

人

（令和 4

受審年月：

645 単位時間

単位

講義 ・演習

第三者による
学校評価

■民間の評価機関等から第三者評価： 無

※有の場合、例えば以下について任意記載

評価団体：
評価結果を掲載した

ホームページＵＲＬ

工務店・ハウスメーカー・総合建設会社・建築施工会社・建築資材会社他

2 昼間
※単位時間、単位
いずれかに記入

生徒総定員 生徒実員(A)
留学生数（生徒実員の内数）

(B)
留学生割合

(B/A)

0

35

当該学科の
ホームページ

URL
https://sks.ac.jp/gakka/ginou.html

95

■進学者数 0

■その他

斡旋辞退　２名

（令和４年度卒業生）

■地元就職者数 (F)
：

13

■就職率 (E/D)　　　　　　　　　　：100

37

就職等の状況

■卒業者数 (C)
：

37

■就職希望者数 (D)
：

35

■就職者数 (E)
：

年度卒業者に関する令和４年５月１日時点の情報）

■主な就職先、業界等

学科の目的
学校教育法に基づき、職業人として必要な能力を養成し、測量、土木、建築の分野で活躍する専門技術・技能と教養を身に付け、地域
社会に貢献できる人材の育成を目的とする。

学科の特徴（取得可能
な資格、中退率　等）

東北で唯一「在来工法」と「２×４工法」の両方を学ぶことができる学科です。

・ 1年次に大工建築の基礎として基礎製図・建築構造・建築計画など授業のほか木造工作実習に多くの時間を割いてカリキュラムを
組み実際にグループごとに一坪ハウスを協力しながら建造し、建築技術を習得します。
・2年次には週2回の木造工作実習において実寸大の2階建て模擬住宅を基礎から大工専門の先生方から学び、3グループに分けて
3棟建造します。住宅建築の一連の流れを経験し、即戦力となる職人を養成します。
　
資格・検定につきましては、二級建築士、木造建築士、建築大工技能士、２級建築施工管理技士補、建築CAD検定２級・３級を取得す
ることができます。

中途退学の現状としましては　令和４年度当初在学者数　５７名、　年度途中の退学者数は　４名、　　中退率は　7.０%　となります。

修業年限
全課程の修了に必要な総授業時数又は総単

位数 実習 実験 実技

工業 工業専門課程 大工技能学科 平成28(2016)年度 - 平成29(2017)年度

分野 認定課程名 認定学科名 専門士認定年度 高度専門士認定年度 職業実践専門課程認定年度

令和5年10月31日

980-0021

０２２－２１７－１１８０

設置者名 設立認可年月日 代表者名 所在地

学校法人　北杜学園 昭和56年3月31日 鈴木　一樹  宮城県仙台市青葉区中央四丁目7番20号

９８０－００２１

０２２－２１７－８８８０

仙台工科専門学校 昭和45年12月11日 小池　廣二 宮城県仙台市青葉区中央四丁目７番２０号

職業実践専門課程等の基本情報について

学校名 設置認可年月日 校長名 所在地



（Ａ：単位時間による算定）

単位時間

単位時間

単位時間

単位時間

単位時間

単位時間

単位時間

（Ｂ：単位数による算定）

単位

単位

単位

単位

単位

単位

単位

人

人

人

人

人

人

人

（うち企業等と連携したインターンシップの授業時数）

教員の属性（専任教
員について記入）

 ① 専修学校の専門課程を修了した後、学
校等においてその担当する教育等に従事し
た者であって、当該専門課程の修業年限と
当該業務に従事した期間とを通算して六年
以上となる者

（専修学校設置基準第41条第1項第1
号）

0

 ② 学士の学位を有する者等
（専修学校設置基準第41条第1項第

2号）
1

 ③ 高等学校教諭等経験者
（専修学校設置基準第41条第1項第

3号）
0

 計 3

上記①～⑤のうち、実務家教員（分野におけるおおむね５年以上の実務の経験
を有し、かつ、高度の実務の能力を有する者を想定）の数

1

 ④ 修士の学位又は専門職学位
（専修学校設置基準第41条第1項第

4号）
1

 ⑤ その他
（専修学校設置基準第41条第1項第

5号）
1

うち企業等と連携した演習の授業時数

うち企業等と連携した必修の演習の授業時数 0

総授業時数

うち企業等と連携した実験・実習・実技の授業時数

0

うち必修授業時数 480

うち企業等と連携した必修の実験・実習・実技の授業時数 480

うち企業等と連携した必修の実験・実習・実技の授業時数

（うち企業等と連携したインターンシップの授業時数） 0

うち企業等と連携した必修の演習の授業時数

うち企業等と連携した演習の授業時数

うち必修授業時数

企業等と連携した実
習等の実施状況（Ａ、
Ｂいずれかに記入）

総授業時数 2,055

うち企業等と連携した実験・実習・実技の授業時数 480



種別

①

③

③

③

－

－

－

－

－

－

（年間の開催数及び開催時期）

※カリキュラムの改善案や今後の検討課題等を具体的に明記。

　　教育課程編成委員会において、「建築ＣＡＤ演習」ついて検討を行った。この授業では、主にＣＡＤの基本的な操作方法を習得した後、木造
とＲＣの図面のトレースを通じて、各構造の特徴を把握させるとともに、関連する各科目と連携を図り、理解度を深めることを目標としている。
２０２５（令和７）年度から建築士専攻学科開設に合わせ、現在使用している「Jw_cad」に加え、ＢＩМとの連携を想定して複数のＣＡＤソフトを

使用できる環境を検討している。

大工技能学科長 令和５年４月１日～令和６年３月３１日（１年）

久道　隆行 環境土木工学科主任 令和５年４月１日～令和６年３月３１日（１年）

三浦　隆史 建築デザイン学科（記録） 令和５年４月１日～令和６年３月３１日（１年）

（５）教育課程の編成への教育課程編成委員会等の意見の活用状況

建築デザイン学科長 令和５年４月１日～令和６年３月３１日（１年）

１．「専攻分野に関する企業、団体等（以下「企業等」という。）との連携体制を確保して、授業科目の開設その他の教育課程の編成を行っているこ
と。」関係

（１）教育課程の編成（授業科目の開設や授業内容・方法の改善・工夫等を含む。）における企業等との連携に関する基本方針

　業界の動向や地域産業の振興に関して知見を有する業界団体の役職員及び実務に関する知識、技術・技能等知見を有する企業の役職員
から成る外部委員、本校教員から成る内部委員で構成される教育課程編成委員会を組織する。学生が就職する業界の社会的動向、国又は
地域の産業振興の方向性、実務に係る知識、技術・技能の専門的な事項について各委員から知見に基づいた意見を聴取・集約し、授業科目
の開設や教育課程に反映させることを目的とする。校長は当委員会の提言を教育課程に活かすように努める。

（２）教育課程編成委員会等の位置付け
※教育課程の編成に関する意思決定の過程を明記

　関係企業・業界団体等との連携を図り、専攻分野における実務に関する知識、技術・技能について組織的に専門教育が展開できるよう授業
科目を編成して教育課程を作成する。
　校長の諮問機関として次の各号に掲げる事項を審議し提言を行う。
（1）　授業科目の設定及び内容に関する事項
（2）　カリキュラムの改善、充実に関する事項
（3）　演習・実習の内容に関する事項
（4）　授業内容及び方法の改善・充実に関する事項
（5）　その他教育課程の編成に関する事項
　校長は、教育課程編成委員会の議決及び提言に基づき、より実践的・専門的な教育課程の編成に努める。

（３）教育課程編成委員会等の全委員の名簿

元木　義浩 熱海建設株式会社　常務取締役 令和５年４月１日～令和６年３月３１日（１年）

令和５年７月３１日現在

佐藤　真生 株式会社佐元工務店　代表取締役社長 令和５年４月１日～令和６年３月３１日（１年）

名　前 所　　　属 任期

千葉　嘉春  一般社団法人宮城県建設業協会　会長 令和５年４月１日～令和６年３月３１日（１年）

村上　良太

境田　　聡 株式会社会　魁設計　設計部長 令和５年４月１日～令和６年３月３１日（１年）

　※委員の種別の欄には、企業等委員の場合には、委員の種別のうち以下の①～③のいずれに該当するか記載すること。
　（当該学校の教職員が学校側の委員として参画する場合、種別の欄は「－」を記載してください。）
　　　①業界全体の動向や地域の産業振興に関する知見を有する業界団体、職能団体、
　　　　地方公共団体等の役職員（１企業や関係施設の役職員は該当しません。）
　　　②学会や学術機関等の有識者
　　　③実務に関する知識、技術、技能について知見を有する企業や関係施設の役職員

（４）教育課程編成委員会等の年間開催数及び開催時期

年２回　（７月、１２月）

（開催日時（実績））

第１回　 令和４年 ７月  ８日　　９：００　～　１２：００

第２回　令和４年１２月２３日　１０：３０　～　１２：００

小池　廣二 校 長 令和５年４月１日～令和６年３月３１日（１年）

鎌田　潤一 教務統括兼測量学科長兼環境土木工学科学科長 令和５年４月１日～令和６年３月３１日（１年）

星野　直子



研修名：

期間：

内容

研修名：

期間：

内容

研修名：

期間：

内容

研修名：

期間：

内容

研修名：

期間：

内容

研修名：

期間：

内容

（１）推薦学科の教員に対する研修・研究（以下「研修等」という。）の基本方針
※研修等を教員に受講させることについて諸規程に定められていることを明記

　仙台工科専門学校では、教員の専攻分野における実務に関する知識、技術・技能と生徒に対する指導力等を修得・向上させるため、外部の
企業・団体等による研修等を受ける機会を設け、積極的に本校教員を参加させる。常に自己評価と学生からの授業評価の結果を各教員へ
フィードバックして、教員自身の課題を捉えてもらい、その解決へ自ら積極的に取り組んでもらうため、組織的に研修等を実施する。なお、「仙
台工科専門学校教職員研修等規程」に従い積極的に研修等を実施し、教員の資質向上へ繋げる。

過去４０年の地形測量の変遷と測量の将来 連携企業等： 一般財団法人　測量専門教育センター

令和４年８月４日～５日 対象： 教員

木造工作実習Ⅰ

木造工作実習Ⅱ

木造軸組構法による模擬家屋（2階建て10坪）の建設を通し
て、規矩術・墨付け・加工・架設・軸組・造作等、実践的な大工
技能を習得する。施工図・工程計画・施工の段取り等、木造
住宅建設に関する技術を総合的に習得する。大工技能検定
2級を目標に課題の解法を理解し、模擬試験を通じて合格を
目指す。

高清工務店

大工道具の使用法と手入の仕方について学ぶ。また、木造軸
組構法による原寸モデル(1坪ハウス)の建設を通して、軸組
について、鋸引き、ほぞ穴鑿加工、鉋がけの基本的な大工技
能を習得する。大工技能検定３級を目標に課題の解法を理
解し、模擬試験を通じて合格を目指す。

高清工務店

（１）実習・演習等における企業等との連携に関する基本方針

②指導力の修得・向上のための研修等

令和５年１２月上旬 対象： 教員

中堅教職員の指導力向上のための研修会

建築CAD検定試験に係る説明会 連携企業等： 一般社団法人　全国建築CAD連盟

令和５年１１月上旬 対象： 教員

①専攻分野における実務に関する研修等

（３）研修等の計画

②指導力の修得・向上のための研修等

専修学校教育のあり方と授業実践

中堅教職員研修 連携企業等： 宮城県専修学校各種学校連合会

令和４年１２月上旬 対象： 教員

学生理解と中堅職員の心と体のセルフケア

新任教員研修 連携企業等： 宮城県専修学校各種学校連合会

　建設業界の実務的専門知識、技術・技能を修得するため、事前に企業等と協議を行い、演習や実習の授業内容を編成する。また、指導方法
についても助言を求める。企業等より講師を招聘し、建築技術者としての自覚を醸成する方策のひとつとする。

（２）実習・演習等における企業等との連携内容
※授業内容や方法、実習・演習等の実施、及び生徒の学修成果の評価における連携内容を明記

（３）具体的な連携の例※科目数については代表的な５科目について記載。

２．「企業等と連携して、実習、実技、実験又は演習（以下「実習・演習等」という。）の授業を行っていること。」関係

　「木造工作実習Ⅰ・Ⅱ」において、本校専任教員と連携企業からの講師が指導を行っており、事前に到達目標、指導方法、評価方法及び評
価基準等について協議を行い進めている。学生の学習成果である原寸モデル作成の出来栄えやそれまでの工程などを本校教員と連携企業
からの講師がそれぞれ評価を行った後で最終的に協議し決定する。また、その際、今後の授業内容の質向上のための課題等も協議を行って
いる。

３．「企業等と連携して、教員に対し、専攻分野における実務に関する研修を組織的に行っていること。」関係

（２）研修等の実績

①専攻分野における実務に関する研修等

測量の未来はどうなる？未来に向けて準備しよう

科　目　名 科　目　概　要 連　携　企　業　等

令和4年6月8日 対象： 教員

各級の指導上の注意点等

建設DX展 連携企業等： RX　Japan　株式会社

令和５年１２月下旬 対象： 教員

AI技術・建設ロボット・ICT建機など展示物機器の技術相談

中堅教職員研修 連携企業等： 宮城県専修学校各種学校連合会



４．「学校教育法施行規則第１８９条において準用する同規則第６７条に定める評価を行い、その結果を公表していること。また、評価を行うに当
たっては、当該専修学校の関係者として企業等の役員又は職員を参画させていること。」関係

（１）学校関係者評価の基本方針

「専修学校における学校評価ガイドライン」に基づき、学校関係者評価委員会を設置し、学校関係者評価の結果並びに教育活動の状況や諸々の
課題、また学校全体にかかわる情報を発信する。本校教職員はその結果を活用し、教育活動及び学校運営等の質の向上に努めていきます。ま
た、企業等と連携し、協力を頂きながら学校教育の向上・人材育成を推進し、期待に応えられる人材育成に取り組んでまいります。

（２）「専修学校における学校評価ガイドライン」の項目との対応

ガイドラインの評価項目 学校が設定する評価項目

（３）教育活動

(1) 教育理念等に沿った教育課程の編成・実施方針等が策定されているか
(2) 教育理念、育成人材像や業界のニーズを踏まえた学科としての修業年限に対応した教育到達レ
ベルや学習時間の確保は明確にされているか
(3) 学科のカリキュラムは体系的に編成されているか
(4) キャリア教育・実践的な職業教育の視点に立ったカリキュラムや教育方法の工夫・開発などが実施
されているか
(5) 関連分野の企業・関係施設等、業界団体等との連携により、カリキュラムの作成・見直し等が行わ
れているか
(6) 関連分野における実践的な職業教育（産学連携によるインターンシップ、実技・実習等）が体系的
に位置づけられているか
(7) 実践的な職業教育に関する授業評価の実施･評価体制はあるか
(8) 成績評価・単位認定、進級・卒業判定の基準は明確になっているか
(9) 資格取得の指導体制、カリキュラムの中での体系的な位置づけはあるか
(10) 人材育成目標の達成に向け授業を行うことができる要件を備えた教員を確保しているか
(11) 関連分野における業界等との連携において優れた教員（本務・兼務含む）を確保するなどマネジ
メントが行われているか
(12) 関連分野における先端的な知識・技能等を修得するための研修や教員の指導力育成など資質向
上のための取組が行われているか

（４）学修成果

(1) 就職率の向上が図られているか
(2) 資格取得率の向上が図られているか
(3) 退学率の低減が図られているか
(4) 卒業生・在校生の社会的な活躍及び評価を把握しているか
(5) 卒業後のキャリア形成への効果を把握し学校の教育活動の改善に活用されているか

（５）学生支援

(1) 進路・就職に関する支援体制は整備されているか（就職率等）
(2) 学生相談に関する体制は整備されているか
(3) 学生の経済的側面に対する支援体制は整備されているか
(4) 学生の健康管理を担う組織体制はあるか
(5) 課外活動に対する支援体制は整備されているか
(6) 学生の生活環境への支援は行われているか
(7) 保護者と適切に連携しているか
(8) 卒業生への支援体制はあるか

（１）教育理念・目標

(1) 教育理念と学校目標を公開しているか
(2) 建学精神と学校目標には本校の工業系の特色が明確に出ているか
(3) 各学科の目標には、各学科の特色が明確に出ているか
(4) 各学科の教育目標、育成人材像は、学科等に対応する業界のニーズに向けて方向づけられてい
るか

（２）学校運営

(1) 目的等に沿った運営方針が策定されているか
(2) 事業計画に沿った運営方針が策定されているか
(3) 運営組織や意思決定機能は、有効に機能しているか
(4) 人事、給与に関する規程等は整備されているか
(5) 教務・財務等の組織整備など意思決定システムは整備されているか
(6) 業界や地域社会等に対するコンプライアンス体制が整備されているか
(7) 教育活動に関する情報公開が適切になされているか
(8) 情報システム化等による業務の効率化が図られているか

（６）教育環境
(1) 施設・設備は教育上の必要性に十分対応できるよう整備されているか
(2) 学内外の実習施設、インターンシップ、海外研修等について十分な教育体制を整備しているか
(3) 防災に対する体制は整備されているか

（７）学生の受入れ募集
(1) 学生募集活動は、適正に行われているか
(2) 学生募集活動において、教育成果は正確に伝えられているか
(3) 学納金は妥当なものとなっているか



種別

企業等委員

企業等委員

企業等委員

企業等委員

（３）学校関係者評価結果の活用状況

学校関係者評価委員会より評価項目の「３教育活動」について前回、より効率的な指導方法として、板書のノート書き取り重視から説明重視
にシフトしてはどうかとの意見が出されて検討したが、極めて限定的な教科目の実施にとどまった。今年度は、対面授業を重視することにした。

（４）学校関係者評価委員会の全委員の名簿

名　前 所　　　属 任期

（９）法令等の遵守

(1) 法令、専修学校設置基準等の遵守と適正な運営がなされているか
(2) 個人情報に関し、その保護のための対策がとられているか
(3) 自己評価の実施と問題点の改善に努めているか
(4) 自己評価結果を公開しているか

（１０）社会貢献・地域貢献
(1) 学校の教育資源や施設を活用した社会貢献を行っているか
(2) 学生のボランティア活動を奨励、支援しているか

（１１）国際交流 ー

令和５年７月３１日現在

千葉　嘉春  一般社団法人宮城県建設業協会　会長 令和５年４月１日～令和６年３月３１日（１年）

元木　義浩 熱海建設株式会社　常務取締役 令和５年４月１日～令和６年３月３１日（１年）

（８）財務

(1) 中長期的に学校の財務基盤は安定しているといえるか
(2) 予算・収支計画は有効かつ妥当なものとなっているか
(3) 財務について会計監査が適正に行われているか
(4) 財務情報公開の体制整備はできているか

※（１０）及び（１１）については任意記載。

　※委員の種別の欄には、学校関係者評価委員として選出された理由となる属性を記載すること。
　（例）企業等委員、PTA、卒業生等

（５）学校関係者評価結果の公表方法・公表時期

（ホームページ　・　広報誌等の刊行物　・　その他（　　　　　　　　　　　））

公表時期： 令和5年10月31日

株式会社佐元工務店　代表取締役社長 令和５年４月１日～令和６年３月３１日（１年）

境田　　聡 株式会社会　魁設計　設計部長 令和５年４月１日～令和６年３月３１日（１年）

佐藤　真生

URL：　　　　　　　https://sks.ac.jp/disclosure/



５．「企業等との連携及び協力の推進に資するため、企業等に対し、当該専修学校の教育活動その他の学校運営の状況に関する情報を提供して
いること。」関係

（３）教職員 ①教員紹介（担当科目、資格）　②専任教員からのメッセージ

（４）キャリア教育・実践的職業教育 ①実習の紹介（注目授業）　②就職サポート

（１）企業等の学校関係者に対する情報提供の基本方針

　 学生の健全な育成及び実践的な職業教育の成果を広く周知し、高度情報社会への説明責任を果たす。学校関係者評価結果をはじめ、学
校全体の情報をホームページ上に公開する。また、さらなる教育の改善を図るため、企業等の学校関係者に対して教育情報を公表する。情報
の公表を通じて、本校の教育活動における質の向上を目指す。

（２）「専門学校における情報提供等への取組に関するガイドライン」の項目との対応

ガイドラインの項目 学校が設定する項目

（１）学校の概要、目標及び計画 ①学校の概要（特長、沿革）　②所在地　③連絡先

（２）各学科等の教育 ①目指す職業　②卒業後の主な就職先　③目指せる資格　④カリキュラム

（ホームページ　・　広報誌等の刊行物　・　その他（　　　　　　　　　　　））

URL： https://sks.ac.jp/

公表時期： 令和5年10月31日

（１１）その他 －

※（１０）及び（１１）については任意記載。

（３）情報提供方法

（８）学校の財務 学園財務状況

（９）学校評価 ①自己点検評価結果　②学校関係者評価結果

（１０）国際連携の状況 －

（５）様々な教育活動・教育環境 学校行事の紹介

（６）学生の生活支援 学校生活や学習に対する不安解消（よくあるご質問）

（７）学生納付金・修学支援 ①学納金　②各種奨学金　③学費減免制度等の紹介
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1 ○ 職業指導
卒業後の進路意識を明確に持ち、将来設計に基づき
「仕事とは何か」を理解し、社会人としての心構えを身
に付ける。

2前 15 1 ○ △ ○ ○

2 ○ 情報処理Ⅰ
ワープロソフトを使用して、各種データ入力方法や各種
編集方法、表挿入・表編集、ビジュアル文書の作成、さ
らに差込文書のような実用的な文書作成を行う。

1前 30 2 △ ○ ○ ○

3 ○ 情報処理Ⅱ
表計算ソフトを用いて演習形式でスプレッドシートの使
用方法を学ぶ。基本から応用的な関数にも触れ、印刷
準備工程を確認する。

1後 30 2 △ ○ ○ ○

4 ○ 基礎製図Ⅰ
建築設計製図に必要な知識及び製図器具の使用方
法、鉄筋コンクリート造、木造住宅の製図の書き方、表
現技法を習得する。

1前 60 2 ○ ○ ○

5 ○ 基礎製図Ⅱ
製図に係る図面の基本的な知識、並びに平行定規付
製図台や製図器具の使用法を学び、手描き図面の作
図表現を習得する。

1後 60 2 ○ ○ ○

6 ○ 建築製図

２級建築士設計製図試験の設計課題から課題テーマ
を整理し、各部の計画、屋外施設の計画、構造計画等
の留意点を解説し、合理的なプランニングの手法を練
習をする。

2前 60 2 ○ ○ ○

7 ○ 建築ＣＡＤ演習Ⅰ
ＣＡＤソフトを用いてＣＡＤのメリットである正確さ・速
さ・修正のしやすさなどを理解し、ＣＡＤの基本操作を
習得する。

1前 60 2 ○ ○ ○

8 ○ 建築ＣＡＤ演習Ⅱ

ＣＡＤを使い図面を作成しながらより深く建築図面に
ついて学習する。基本設計図面に加えて平面詳細図や
矩計図、部分詳細図を作図する。建築を構成している
構造、下地を理解する。

1後 60 2 ○ ○ ○

9 ○ 住環境設計

住宅設計の手法を学ぶ事により、生活の質や生活空間
の質を向上させる提案、省エネに関する対策、エコロ
ジー的な生活の工夫、ゴミ対策やリサイクル関係の知
識等を身に付ける。

2後 60 2 ○ ○ ○

10 ○ 建築計画Ⅰ

建築計画は建築の全工程（企画・計画・設計・施工）に
わたって総合的に設計計画するものであり、この授業
を通して設計全般の流れを理解し、建築計画の意義と
重要性を知る。

1前 30 2 ○ △ ○ ○

11 ○ 建築計画Ⅱ
建築計画Ⅰで学んだ基本的な内容を基に具体的な公
共建築物の設計計画について学ぶ。

1後 30 2 ○ △ ○ ○

12 ○ 建築文化史

建築様式史に留まらず、政治・経済・社会・文化などあ
らゆる文化との関連を知り、建築の変遷の大きな流れ
を正しく理解する。重要な遺構が歴史の中のどの位置
を占めるかを理解する。

1前 30 2 ○ △ ○ ○

13 ○ 建築設備

快適な生活を送るために必要に応じて外部環境を遮
断し、機械設備によって内部環境を人工的なものにし
ている。各種の関連設備について、基本的なねらいや
仕組みを学習し、理解する。

2後 30 2 ○ △ ○ ○

14 ○ 構造力学
構造物に作用する力の種類や、構造物の骨組(構造
体)の仕組みと力の伝わり方について学習、力学の基
本である「力の釣り合い」について理解を深める。

2通 45 3 ○ △ ○ ○

授業科目等の概要

（工業専門課程 大工技能学科）

分類

授業科目名 授業科目概要
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15 ○ 建築構造Ⅰ
建築物がどのように構成されているか、特に木構造の
基礎・主体・仕上げ等の基本事項について理解する。

1前 30 2 ○ △ ○ ○

16 ○ 建築構造Ⅱ
建築物がどのように構成されているか、各種構造物（鉄
筋コンクリート構造・鉄骨構造等）の基礎・主体・仕上げ
等の基本事項について理解する。

1後 30 2 ○ △ ○ ○

17 ○ 建築材料
建築物に用いられる様々な材料を構造・仕上げ等に大
別し、各種材料の特性や使用方法などの理解を深め
る。

1前 30 2 ○ △ ○ ○

18 ○ 建築積算施工
建築物を完成させる創造的活動の中で、建築生産の
最終段階である施工を学ぶ事により技術者として工事
管理や施工管理が出来る能力を養う。

2通 30 2 ○ △ ○ ○

19 ○ 施工管理
建築施工の概要、工程・品質・安全管理法の概要を学
び、仮設工事、基礎・土工事、鉄筋コンクリート工事・鉄
骨工事の施工法の基礎的な事項について学ぶ。

2前 30 2 ○ △ ○ ○

20 ○ 建築施工法

日本の代表的な住宅の造り方である木造住宅につい
て、その建築工事の進め方を実例に則し、写真や図版
を多用した教科書を基に、わかりやすく解説し理解でき
るようにする。

2前 30 2 ○ △ ○ ○

21 ○ 建築法規
建築基準法、建築士法、消防法、都市計画法、建設業
法、その他関連法規の基礎を解説し、各法律を読み解
けるようにする。

2通 30 2 ○ △ ○ ○

22 ○ 建築測量実習
測量機器の取扱方法や測距・測角、平板、水準、トラ
バース等の理論と実践技術を実習を通して体得し、建
築物を建てるための基準を測定する技術を学ぶ。

2前 30 1 ○ ○ ○

23 ○
木構造設計
製図Ⅰ

住宅の製図を通して、木構造を学ぶ。構造部材の名称
や配置位置、部材の大きさを学習し、木造住宅の基礎
設計製図を手描きで行う。

2前 60 2 ○ ○ ○

24 ○
木構造設計
製図Ⅱ

住宅の製図を通して、木構造を学ぶ。矩計図や部分詳
細図を手描き製図で作図し、構造部材の名称や配置位
置、部材の大きさを学習する。

2後 60 2 ○ ○ ○

25 ○ 空間図法Ⅰ
基礎製図・製図図法に関する製図を実習することによ
り、各製図の表現方法や図法の修得と理解を深める。

1前 45 3 △ ○ ○ ○

26 ○ 空間図法Ⅱ
空間図法Ⅰで修得した知識や技術を基に製図の表現
法・図法やプレゼン図面で使われるパースの修得と理
解を深める。

1後 45 3 △ ○ ○ ○

27 ○ 表現技法
図面や法規・構造・施工の他に、建物の形や色・質感・
イメージを伝えるための表現方法として、基本的なパー
スの描き方や着色の方法を実習を通して身に付ける。

1後 45 3 △ ○ ○ ○

28 ○ 木造工作実習Ⅰ

大工道具の使用法と手入の仕方について学ぶ。また、
木造軸組構法による原寸モデル(1坪ハウス)の建設を
通して、軸組について、鋸引き、ほぞ穴鑿加工、鉋がけ
の基本的な大工技能を習得する。大工技能検定３級を
目標に課題の解法を理解し、模擬試験を通じて合格を
目指す。

1通 480 16 ○ ○ ○ ○ ○

29 ○ 木造工作実習Ⅱ

木造軸組構法による模擬家屋(2階建て10坪)の建設
を通じ、施工図、工程計画、施工の段取り等、木造住宅
建設に関して総合的に学習する。大工技能検定２級の
合格も目指す。

2通 480 16 ○ ○ ○ ○ ○

29合計 科目 ２，０５５単位時間（８８単位）



期

週

卒業要件及び履修方法 授業期間等

１　一の授業科目について、講義、演習、実験、実習又は実技のうち二以上の方法の併用により行う場合
  については、主たる方法について○を付し、その他の方法について△を付すこと。

2

20

卒業要件：

学則第２８条施行細則第５条に定める。これに該当する者は進級又は卒業することはできない。
（１）成績評価60点未満「Ｄ」のある者
（２）試験を受けない者
（３）出席率が教育課程（カリキュラム）表の年次毎の授業時間数の合計の90％に達しない者
（４）授業料を完納していない者

履修方法：
不合格となった学生に対してはレポートの提出・再試験等を行い再評価を行います。
学習態度・出席状況については状況に応じて担任が学生との二者面談を行い、その後保護者を含
めた三者面談を行い状況の改善に努めております。

２　企業等との連携については、実施要項の３（３）の要件に該当する授業科目について○を付すこと。

１学年の学期区分

１学期の授業期間

（留意事項）


